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株主のみなさまへ

1

株主のみなさまには、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
能登半島地震により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申しあげるとともに、一日も

早い復興をお祈り申しあげます。
さて、第86期の定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたり、一言ごあいさつ申しあげ

ます。
当事業年度において、日経平均株価は平成元年に付けた史上最高値を約34年ぶりに更新する

など、株式市場は堅調な推移となりました。企業や消費者のノルム（社会通念）が変わりつつあ
り、リスク資産へのシフトや投資家層の裾野拡大が期待されています。当社グループは、こうし
た業界の成長を着実に取り込むことが重要だと考えています。
当社グループは、金融のプロフェッショナルとして「お客さまの人生に貢献する」ことを存在

意義として掲げ、様々な施策を推進しております。相続サポート等、多様な商品、サービスライ
ンナップの拡充を図っており、新年度には、銀行機能「岡三BANK」やファンドラップなどを投
入してまいります。さらに、2022年に岡三証券と統合した「岡三オンライン証券」の経営で培
ったスキルやノウハウを対面営業と本格的に融合させ、デジタルトランスフォーメーションによ
るビジネスモデルの変革を加速させます。岡三証券をプラットフォームとする成長戦略では、証
券アライアンスを加速させ、営業チャネルの拡大を通じて、より多くのお客さまへ、より質の高
い商品、サービスをご提供することを目指します。
本年4月、当社グループは創業101周年を迎えることができました。これもひとえに、株主

さまをはじめステークホルダーのみなさまのご支援の賜物と心から感謝申しあげます。次の100
年も持続的な成長を実現できる企業となれるよう努めてまいります。株主のみなさまにおかれま
しては、なお一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

取締役社長
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証券コード 8609
2024年６月５日

（電子提供措置の開始日2024年５月29日）

株 主 各 位
東京都中央区日本橋一丁目17番６号

取 締 役 社 長 新 芝 宏 之

第86期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第86期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し

あげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下

記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
（https://www.okasan.jp/ir/stockholder/general_meeting）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基
本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。
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なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等によって議決権
を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討く
ださいまして、後述いたしますご案内の方法により2024年６月26日（水曜日）午
後５時10分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 2024年６月27日（木曜日）午前10時

2. 場 所 東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号 COREDO室町１ ５階
日本橋三井ホール
（ご来場の際は、末尾の「会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。）

3. 目的事項

報告事項 1. 第86期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等
委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第86期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上

【株主総会資料等の電子提供制度に伴う対応について】
議決権を有する株主さまには、法令上送付が必要な簡易な招集通知（狭義の招集通知および電子提供する

ウェブサイトのご案内）に加え、決議事項を記載した株主総会参考書類を添付したサマリー版招集通知を郵送
いたしております。
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【お知らせ】
1. 書面交付請求された株主さまへご送付している書面には、法令および当社定款の規定に基づき、下記の事項

を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査
人が監査をした書類の一部であります。
(1) 連結計算書類の連結注記表
(2) 計算書類の個別注記表

2. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。

3. 事後の動画配信のご案内
本株主総会においては、以下の配信サイトにて事後の動画配信をいたします。動画配信は株主さま専用のコ
ンテンツとなっており、以下のIDとパスワードをご入力のうえアクセスください。

株主専用サイト 株主さまのみにご案内

ID・パスワード 株主さまのみにご案内

配信予定日時 2024年７月８日（月）午後１時から2024年７月31日（水）午後５時まで

【株主専用サイトログインまでの手順】
①上記の株主専用サイトにアクセスください。
②株主専用サイト内のご注意事項をご確認いただき、同意いただける場合は【上記注意事項に同意してログ
インページに移動する】をクリックください。

③ログインページにて、上記のIDとパスワードをご入力ください。
④【ログイン】をクリックしてお進みください。

【動画配信に関するご注意事項】
・配信映像の録画・撮影や保存はご遠慮ください。また配信URL・ID・パスワードの外部公開はお控えくだ
さい。

・ご使用のパソコン等の端末およびインターネットの接続環境ならびに回線の状況等により、正常にご視聴
いただけない場合がございます。

・配信をご視聴いただく場合の通信料等につきましては、株主さまのご負担となります。



株主総会参考書類
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議案および参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）２名全員が本総会終

結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査等委員会は、各取締役候補者の業務執行状況、見識、能力等を評価した上で、当社

の取締役として適任であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 性別 現在の当社における

地位および担当
当年度の取締役会への

出席状況

1 再 任
しん しば ひろ ゆき

新 芝 宏 之 男性 取締役社長 100％
（10回/10回）

2 再 任
いけ だ よし ひろ

池 田 嘉 宏 男性 取締役 90％
（9回/10回）
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候補者
番 号 １

しん しば ひろ ゆき

新 芝 宏 之 1958年３月２日生

■ 所有する当社株式数 113,600株

■ 重要な兼職の状況 岡三証券株式会社 取締役会長
再 任

略歴、当社における地位および担当

1981年４月 当社入社
2001年６月 取締役就任
2003年10月 岡三証券株式会社

常務取締役就任
2004年６月 当社 常務取締役就任
2006年６月 専務取締役就任

2011年４月 専務取締役
企画部門・人事企画部担当

2014年４月 取締役社長就任
2020年４月 岡三証券株式会社

取締役会長就任
現在に至る

取締役候補者とする理由

新芝宏之氏は、2001年より当社取締役として企画部門を担い、2014年より当社取締役社長として当社グルー
プの経営の推進に手腕を発揮しております。その豊富な経験・実績に基づく高い見識は、当社グループの持続的
成長と企業価値向上のために必要不可欠であることから、引き続き取締役候補者といたしました。
（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、また
は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、候
補者が選任され、取締役に就任した場合には、当該保険契約の対象となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定
しております。



株主総会参考書類

7

候補者
番 号 ２

いけ だ よし ひろ

池 田 嘉 宏 1962年７月15日生

■ 所有する当社株式数 63,900株

■ 重要な兼職の状況 岡三証券株式会社 取締役社長
再 任

略歴、当社における地位および担当

1986年４月 当社入社
2014年４月 岡三証券株式会社 取締役就任

金融法人部門担当
2018年４月 同社 常務執行役員就任
2019年６月 当社 常務執行役員就任

法人ＲＭ部担当
岡三証券株式会社
金融法人部門・グローバル戦略室管掌
兼法人業務部共同管掌

2020年４月 当社 グループ企業支援部管掌兼戦略
部門担当（グループＣＳＯ兼グループ
ＣＬＯ、グループＣＤＯ）
岡三証券株式会社 企画部門担当

2020 年６月 当社 取締役就任
岡三証券株式会社 取締役就任

2021 年４月 当社 専務執行役員就任
戦略部門・グループ企業支援部・サス
テナビリティ推進室・法人ＲＭ部管掌
兼システム戦略部・資産運用ビジネス
企画部担当（グループＣＳＯ兼グルー
プＣＬＯ、グループＣＤＯ、グループ
ＣＩＯ）
岡三証券株式会社 企画部門管掌兼
システム企画部担当（ＣＩＯ）

2022 年 6 月 当社 取締役兼副社長執行役員就任
岡三証券株式会社 取締役社長兼社長
執行役員就任
現在に至る

取締役候補者とする理由

池田嘉宏氏は、2014年4月より岡三証券㈱取締役として金融法人部門、企画部門管掌等を歴任し、2022年6
月からは同社取締役社長をつとめております。また、2021年4月より当社法人ＲＭ部管掌等を歴任し、2022年
6月からは当社取締役兼副社長執行役員として多様な領域における幅広い知見に基づいた経営戦略を実行してお
ります。その多様な経験と高い実行力は、当社グループの持続的成長と企業価値向上の実現のために必要不可欠
であることから、引き続き取締役候補者といたしました。
（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、また
は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、候
補者が選任され、取締役に就任した場合には、当該保険契約の対象となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定
しております。
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第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役永井幹人氏が本総会終結の時をもって辞任いたします。
つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名 性別 現在の当社における地位

新 任
よし だ しん いち

吉 田 慎 一 男性 − 社外取締役候補者



株主総会参考書類

9

よし だ しん いち

吉 田 慎 一 1950年１月９日生

■ 所有する当社株式数 ー 株

■ 重要な兼職の状況 ー

新任 社外取締役候補者

略歴および地位

1974年４月 株式会社朝日新聞社入社
1991年11月 同社 ワシントン特派員
2003年６月 同社 取締役 東京本社編集局長
2005年６月 同社 常務取締役（編集担当）
2007年４月 同社 常務取締役（管理・労務・コンプ

ライアンス担当）
2008年６月 同社 常務取締役（営業統括）
2011年５月 公益社団法人 日本記者クラブ理事長

2013年６月 株式会社朝日新聞社 上席執行役員
（コンテンツ統括・編集・国際担当）

2014年４月 株式会社テレビ朝日ホールディングス
顧問

2014年６月 同社 取締役社長
株式会社テレビ朝日 取締役社長

2022年６月 同社 取締役相談役
2024年６月 同社 特別顧問（就任予定）

現在に至る
社外取締役候補者とする理由および期待される役割
吉田慎一氏は、㈱朝日新聞社におきましてはワシントン特派員、東京本社編集局長を歴任され、取締役として

経営に携わられました。また、(公社)日本記者クラブにおきましては理事長をつとめられた後に、㈱テレビ朝日
ホールディングスおよび㈱テレビ朝日にて取締役社長をつとめられるなど、その実績・見識は高く評価されてい
るところであります。したがいまして、同氏は報道機関における豊富な経験および企業経営に関する高い見識か
ら、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏が社外取締役に選任された場
合に果たすことが期待される役割は、報道機関における豊富な経験および企業経営に関する高い見識に加え、経
営陣・株主から独立した立場で、金融業界に課せられた社会的使命を意識し、取締役会等を通じて助言を行うこ
とであります。また、同氏を㈱東京証券取引所等の定める独立役員として指定する予定であります。
（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 当社は、吉田慎一氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結す
る予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額としております。

3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、また
は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、同
氏が選任され、社外取締役に就任した場合には、当該保険契約の対象となります。また、次回更新時には同内容での更新を予
定しております。
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(ご参考)

取締役のスキル・マトリックス(本総会において候補者が選任された場合)

当社の経営方針および中期経営計画の達成・実現のために必要な各取締役の知識や経験、能力
等を一覧化したスキル・マトリックスを策定いたしました。

氏名 役位
主な専門性とバックグラウンド（取締役に期待する知識・経験）

企業経営 金融・証券 財務・会計 法律・
リスクマネジメント DX・IT サステナビリティ

新芝 宏之 取締役社長 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

池田 嘉宏 取締役 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

今村 薫 監査等委員
取締役 ◯

比護 正史
監査等委員
取締役
（社外）

○ ○

宇治原 潔
監査等委員
取締役
（社外）

◯ ◯

吉田 慎一
監査等委員
取締役
（社外）

◯ ○ ◯

（注）各取締役が有するすべての知識・経験を表すものではありません。
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第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査等委

員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名 性別 現在の当社における地位

こう の ひろ かず

河 野 宏 和 男性 − 社外取締役候補者
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こう の ひろ かず

河 野 宏 和 1957年４月22日生

■ 所有する当社株式数 ー 株

■ 重要な兼職の状況 スタンレー電気株式会社 社外取締役
横浜ゴム株式会社 社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者

略歴および地位

1987年４月 慶應義塾大学大学院
経営管理研究科助手

1991年４月 同大学助教授
1998年４月 同大学教授
2009年10月 慶應義塾大学大学院

経営管理研究科委員長
慶應義塾大学ビジネス・
スクール校長

2012年１月 アジア太平洋ビジネススクール協会
会長

2013年５月 公益社団法人 日本経営工学会会長

2014年６月 当社 社外監査役就任
2015年６月 当社 社外取締役（監査等委員）就任

スタンレー電気株式会社
社外取締役（現任）

2018年３月 横浜ゴム株式会社
社外取締役

2023年 3 月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年 4 月 慶應義塾大学大学院

名誉教授・特任教授（現任）
現在に至る

社外取締役候補者とする理由および期待される役割
河野宏和氏は、慶應義塾大学教授、慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長および慶應義塾大学ビジネス・

スクール校長を歴任されており、その実績・見識は高く評価されているところであります。したがいまして、同
氏は経営管理に関する専門的見地および高い見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと
考えております。同氏が社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割は、経営管理に関する専門
的見地および高い見識から、経営陣・株主から独立した立場で、同氏の知見に基づき、経営方針に関する意見を
取締役会に適切に反映させることにより、当社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から
の助言を行うことであります。また、同氏は㈱東京証券取引所等の定める独立役員の要件を満たしており、同氏
が監査等委員である社外取締役に就任した場合は独立役員として指定する予定であります。
（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 当社は、河野宏和氏が選任され、社外取締役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1
項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度
額としております。

3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、また
は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、同
氏が選任され、社外取締役に就任した場合には、当該保険契約の対象となります。

以 上



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

2024年６月27日（木曜日）午前10時開催開催日時

株主総会にご出席いただける場合

書面にてご行使いただく場合

インターネットにてご行使いただく場合

行使期限

行使期限

2024年6月26日（水曜日）午後5時10分到着分まで

2024年6月26日（水曜日）午後5時10分入力分まで

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送く
ださい。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をさ
れたものとして取り扱わせていただきます。

当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、画面の案内に従い、
行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
詳しくは、「インターネットによる議決権行使方法のご案内」をご参照ください。

議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家のみなさまへ）
機関投資家のみなさまに関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行
使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

※株主さまの代理人によるご出席の場合は、本総会で議決権を有する他の株主さま１名を代理人とさせていただきます (株主さま
ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面をご提出ください｡)。

議決権のご行使についてのご案内
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スマートフォン等による議決権行使方法

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

※ QRコードは（株）デンソーウェーブの
登録商標です。

● 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書
用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。

● インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、イ
ンターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、イ
ンターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

● 1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのため 
ご利用いただけません。

お問い合わせ
三井住友信託銀行　
証券代行ウェブサポート 
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間　9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

ご注意事項

❶  議決権行使書用紙に記載のQR
コード®を読み取ります。

❷  株主総会ポータル®トップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

❸  スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主さまより議案に関するご質問を事前に承ります。いただいた
ご質問の中で株主のみなさまの関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて取り上げさせていただきます。
上記の議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」ボタンを
タップ／クリックします。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に従ってご質問をご
入力ください。
※いただいたご質問に対して、個別に回答はいたしませんのでご了承ください。

事前質問受付のご案内 事前質問受付期限　2024年6月20日（木）午後5時まで

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

PC等による議決権行使方法

株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net
議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶https://www.web54.net
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１ 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過およびその成果
当年度におけるわが国経済は、経済活動の正常化が進む中、緩やかな回復を辿っていたもの

の、年度後半にかけては減速の動きがみられました。個人消費は実質賃金がマイナスで推移した
ことにより力強さを欠く状況となりましたが、2023年のインバウンド消費は訪日外客数の回復
や円安が追い風となり、過去最高を記録しました。生産活動は、半導体市況の底打ちなどを背景
に持ち直しの動きがみられたものの、１月以降は一部自動車メーカーにおける生産・出荷停止の
影響からやや低下しました。
こうした環境の中、４月に28,200円台で始まった日経平均株価は、堅調な国内企業決算や

景気回復、そして東証による上場企業への資本効率改善要請に対する期待感などから海外投資家
の資金が流入し、上昇を続けました。８月以降は中国大手不動産会社の経営不安の高まりや米国
での金融引き締めの長期化懸念を嫌気したほか、中東情勢の緊迫化によるリスク回避の動きが広
がったことなどから、10月頃にかけて一時軟調な動きがみられました。その後は米国株が騰勢
を強めた流れを受けて上昇基調を強め、円安の進行や半導体関連企業の良好な決算を受けて、先
行きの業績拡大への期待が高まり、日経平均株価は34年ぶりに史上最高値を更新しました。3月
には40,000円の大台を突破し、40,369円44銭で当年度の取引を終えました。
債券市場では、４月初めに0.3％台だった長期金利は、日銀金融政策決定会合でのイールドカ

ーブ・コントロール柔軟化の決定を受けて上昇し、10月から11月にかけて一時0.9％を上回り
ました。その後は米国の金利低下を受けて国内金利も低下し、３月には日銀がマイナス金利政策
の解除を決定したものの、当面は緩和的な金融環境の継続が公表されたこと等を受けて、国内長
期金利は0.725％で当年度の取引を終えました。一方、４月に１ドル＝130円台前半だった為替
市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）と日銀の金融緩和スタンスの違いから、10月には１ド
ル＝151円台まで円安ドル高が進みました。その後は、年末にかけて一時的に円高ドル安に振れ
たものの、堅調な米国景気を受けてFRBの早期利下げ期待が後退したことなどを背景に円安ドル
高が進み、１ドル＝151円台で当年度の取引を終えました。
このような状況のもと当社グループでは、当年度から始動した５ヵ年の中期経営計画に基づ

き、持続的な成長を実現するための経営基盤の確立に取り組みました。中核子会社の岡三証券株
式会社では、岡三証券グループ創業100周年を記念した大規模のセミナーやお客さま向けキャン
ペーン等を実施したほか、成長戦略の一つとして「One to Oneマーケティング」を強化する
中、相続トータルサポートサービスを導入するなどソリューション営業の推進を継続しました。
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また、営業基盤拡充の取り組みとして取引所FX事業を同業２社から譲り受ける契約を締結した
ほか、ストック型ビジネスの拡大を進める方針に基づき、BaaS（Banking as a Service）を活
用した銀行代理業やファンドラップサービス提供に向けての取り組みを開始しました。その他当
社においては、セキュリティトークン（ST）事業における協業の初号案件として、国内の個人向
け公募ST債として過去最大規模の発行額の「岡三証券グループ創業100周年記念ST債」の公募
発行を行いました。
また、サステナブルな社会の実現に向けて、自社の温室効果ガス排出量ネットゼロへの取り組

みを含む気候変動への対応、人権・ダイバーシティ推進のほか、ファイナンスを通じた社会課題
解決への貢献や金融教育の推進など、証券ビジネスを通じたサステナビリティの取り組みを強化
しました。
以上の結果、当年度における当社グループの営業収益は845億９百万円（前年度比27.0％

増）、純営業収益は825億53百万円（同27.2％増）となりました。販売費・一般管理費は664億
42百万円（同0.8％増）となり、経常利益は180億61百万円（前年度の42.8倍）、親会社株主に
帰属する当期純利益は131億67百万円（前年度の24.9倍）となりました。

❶ 損益の概況
受入手数料
受入手数料の合計は499億48百万円（前年度比21.5％増）となりました。主な内訳は次のと

おりです。
委託手数料
当年度における東証の１日平均売買高（内国普通株式）は21億91百万株（前年度比27.3％

増）、売買代金は４兆6,744億円（同33.6％増）となりました。こうした中、中核子会社である
岡三証券株式会社においては、堅調な株式市況を背景に委託売買代金が前年度比で増加しまし
た。
これらの結果、株式委託手数料は236億７百万円（同52.0％増）となりました。また、その

他の委託手数料は５億66百万円（同10.0％減）となり、委託手数料の合計は241億73百万円
（同49.6％増）となりました。



委託手数料 

241億73百万円
その他の受入手数料

98億96百万円
受入手数料の
内訳

募集・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の取扱手数料 

144億19百万円
引受け・売出し・特定投資家向け
売付け勧誘等の手数料 

14億59百万円
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引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
当年度における株式の引受けは、大型の株式売出しの引受けがあった前年度比で引受金額は減

少したものの、主幹事案件等により引受手数料は増加しました。また、債券の引受けは、個人投
資家向け社債の大口の引受けを複数案件獲得したこと等により、特に事業債の引受金額が増加し
ました。
これらの結果、株式の手数料は５億円（前年度比65.3％増）、債券の手数料は９億58百万円

（同206.9％増）となり、株式・債券を合わせた引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の手数料の合計は14億59百万円（同137.2％増）となりました。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料につきまして

は、投資信託関連収益がその大半を占めています。
当年度における公募投資信託の販売額は、前年度比で増加しました。良好な日本株相場を背景

に高い配当利回りに着目した日本株式ファンドが年度を通じて販売を牽引したほか、年度後半に
は新規に取扱いを始めた半導体関連企業に投資するファンドや、高成長が期待されるインド地域
へ投資するファンドの販売も堅調となりました。
これらの結果、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は144億19百万円

（前年度比34.6％増）となりました。また、その他の受入手数料については、主に投資信託の信
託報酬等により98億96百万円（同27.4％減）となりました。
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トレーディング損益
株券等トレーディング損益は主に米国株式を中心とした外国株式の国内店頭取引等による

ものであり、また、債券等トレーディング損益は国内外債券の顧客向け取扱いやポジション
管理等に伴うものであります。
当年度においては、外国株式は総じて堅調な市況を受け、主に個人のお客さまにおける国内店

頭取引の売買が前年度比で増加しました。一方、外国債券の販売は、法人向け、個人向けともに
減少となりました。
これらの結果、株券等トレーディング損益は228億８百万円（前年度比73.0％増）、債券等ト

レーディング損益は64億96百万円（同23.2％減）となり、その他のトレーディング損益１億64
百万円の損失（前年度は２億99百万円の利益）を含めたトレーディング損益の合計は291億39
百万円（前年度比32.8％増）となりました。

金融収支
金融収益は35億88百万円（前年度比46.2％増）、金融費用は19億55百万円（同18.6％増）

となり、差引の金融収支は16億32百万円（同103.0％増）となりました。

その他の営業収益
金融商品取引業および同付随業務に係るもの以外の営業収益は、18億32百万円（前年度比

77.8％増）となりました。

販売費・一般管理費
販売費・一般管理費は、事務費や人件費の増加等により664億42百万円（前年度比0.8％増）

となりました。

営業外損益および特別損益
営業外収益は24億66百万円、営業外費用は５億15百万円となりました。また、特別利益は投

資有価証券売却益の計上等により22億75百万円、特別損失は減損損失の計上等により21億38
百万円となりました。
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❷ セグメント別の業績状況について
当社グループは、従来「証券ビジネス」「アセットマネジメントビジネス」および「サポート

ビジネス」の３つのセグメントに区分しておりましたが、当年度より「投資・金融サービス業」
の単一セグメントに変更しております。これにより、セグメント別の業績状況については記載を
省略しております。

2. 設備投資等の状況
当年度中の主な設備投資につきましては、グループ各社においてシステム投資や設備の維持更

新等を実施いたしました。

3. 資金調達の状況
当年度中の資金調達につきましては、当社では経常的な調達のほか、岡三証券グループ創業

100周年記念ST債（１年債）20億円の発行による資金調達を行っております。
なお、岡三証券株式会社では、安定的かつ機動的な財務運営のため、株式会社みずほ銀行をア

レンジャーとしたコミットメントラインを総額210億円として更新いたしました。
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4. 対処すべき課題
ウクライナ、中東情勢や米中冷戦構造等、時代の逆回転を想起させる事象が、世界秩序を揺る

がしており、不確実性が増大しています。わが国の証券業界においても、環境変化に応じて、異
業種を含めた合従連衡の動きが顕在化しており、迅速かつ適切な経営判断を行うことが求められ
ています。
一方、中長期的な証券業界の成長ポテンシャルは大きいと捉えています。平成の金融危機以降

の長年にわたる企業や消費者のノルム（社会通念）が変わり、わが国ではデフレ環境からの脱却
が想定されます。政策支援の効果もあり、投資に前向きな意識が醸成され、緩やかながらもリス
ク資産への資金シフトや投資家の裾野拡大が期待される状況です。そのような中、証券会社に求
められる役割や提供すべき付加価値の変化を踏まえ、証券業界の成長性を着実に取り込むことが
重要だと考えています。
現中期経営計画の下、中核のリテールビジネスでは、お客さま一人ひとりの資産全体を俯瞰的

に捉え、さまざまな金融商品、ソリューションの中から最適なものをお届けする「One to
Oneマーケティング」を強化しております。多様なニーズに応えるために新サービスの拡充を進
め、さらに2022年に岡三証券と統合した「岡三オンライン証券」で培ったスキルやノウハウを
対面営業へ融合させることにより、CX（お客さま体験価値）のさらなる向上を図る方針です。
また、当社グループは、多様な証券会社との「共存共栄」の経営を志向しており、グループ内外
に対する「証券 as a Service」の展開を加速させ、より多くのお客さまに高度なサービスを届
けたいと考えています。
当社グループは、金融のプロフェッショナルとして「お客さまの人生に貢献する」ことを存在

意義に掲げており、次の100年もお客さまから信頼され、成長し続ける企業となれるよう努めて
まいります。社会や地域のサステナビリティへの貢献も当社グループの使命と捉えており、ステ
ークホルダーとともに、いわば森のような多様な生態系を育てていくことを目指してまいりま
す。
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5. 財産および損益の状況

区 分 第83期
（2020.4.1〜2021.3.31）

第84期
（2021.4.1〜2022.3.31）

第85期
（2022.4.1〜2023.3.31）

第86期
（2023.4.1〜2024.3.31）

営業収益 （百万円） 67,259 73,949 66,551 84,509

（うち受入手数料） （百万円） （43,850） （46,598） （41,119） （49,948）

経常利益 （百万円） 7,426 6,898 421 18,061
親会社株主に帰属する
当期純利益 （百万円） 6,017 10,073 529 13,167

１株当たり当期純利益 （円） 30.42 50.89 2.59 64.29

総資産 （百万円） 783,440 816,567 876,057 1,207,779

純資産 （百万円） 190,304 189,860 185,638 214,156
（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均の発行済株式数により算出しております。

２．第85期より、連結子会社に係る為替差損益について、営業外収益または営業外費用から営業収益に含める表示の変更を行っ
ており、第84期については、当該表示方法の変更を反映した組替後の数値を記載しております。
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6. 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

岡三証券株式会社 5,000
百万円

100.00
％

金融商品取引業

岡三にいがた証券株式会社 852 100.00 金融商品取引業

三晃証券株式会社 300 100.00 金融商品取引業

三縁証券株式会社 150 100.00 金融商品取引業

株式会社証券ジャパン 3,000 54.77 金融商品取引業

岡三国際（亜洲）有限公司 80
百万香港ドル

100.00 金融商品取引業

岡三キャピタルパートナーズ株式会社 100
百万円

100.00 ベンチャーキャピタル
有価証券の運用

OCP１号投資事業有限責任組合 1,937 99.50 投資事業有限責任組合

OCP２号投資事業有限責任組合 937 99.50 投資事業有限責任組合

岡三情報システム株式会社 100 100.00 情報処理サービス業

岡三ビジネスサービス株式会社 100 100.00 事務代行業
人材派遣業

岡三興業株式会社 90 100.00 不動産業
保険代理店業
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7. 特定完全子会社に関する事項
❶ 特定完全子会社の名称および住所

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号

❷ 当社および完全子会社における特定完全子会社の株式の当事業年度の末日におけ
る帳簿価額の合計額
37,808百万円

❸ 当社の当事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計
148,254百万円

8. 主要な事業内容（2024年３月31日現在）
当社グループは、主として金融商品取引業を中核とする営業活動を営んでおり、有価証券の売

買等および売買等の委託の媒介、有価証券の引受けおよび売出し、有価証券の募集および売出し
の取扱い、有価証券の私募の取扱い等の事業のほか、関連事業として投資事業組合財産の管理お
よび運用、情報処理サービス、事務代行、不動産管理等の事業を営んでおります。
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9. 主要な営業所等（2024年３月31日現在）
当社本店 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
岡三証券株式会社 東京都（全国計69拠点、

ニューヨーク駐在員事務所、上海駐在員事務所）
岡三にいがた証券株式会社 新潟県（新潟県内に計13拠点）
三晃証券株式会社 東京都（東京都内に計3拠点）
三縁証券株式会社 愛知県（東海地方を中心に計12拠点）
株式会社証券ジャパン 東京都（関東地方を中心に計10拠点）
岡三国際（亜洲）有限公司 香港
岡三キャピタルパートナーズ株式会社 東京都
OCP１号投資事業有限責任組合 東京都
OCP２号投資事業有限責任組合 東京都
岡三情報システム株式会社 東京都
岡三ビジネスサービス株式会社 東京都
岡三興業株式会社 東京都

10. 使用人の状況（2024年３月31日現在）
従業員数 前年度末比増減

3,281人 77人減

11. 主要な借入先（2024年３月31日現在）
借 入 先 借入金残高

株式会社みずほ銀行 11,709百万円

株式会社りそな銀行 10,670

三井住友信託銀行株式会社 9,800

株式会社三菱UFJ銀行 9,079
（注） 借入金残高は、短期借入金および長期借入金の合計金額であります。
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２ 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 750,000,000株
2. 発行済株式の総数 231,217,073株
3. 当事業年度末の株主数 35,140名
4. 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 21,628千株 10.64％

日本生命保険相互会社 9,732 4.79

農林中央金庫 9,700 4.77

三井住友信託銀行株式会社 8,726 4.29

大同生命保険株式会社 8,660 4.26

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 5,954 2.93

三菱UFJ信託銀行株式会社 5,822 2.86

有限会社藤精 5,266 2.59

三東株式会社 5,193 2.56

株式会社りそな銀行 4,937 2.43
（注） 当社は、自己株式27,978千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除し

て計算しております。

5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況

株 式 数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役
を除く。） 24,800株 １名

（注）1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「３会社役員に関する事項 4. 取締役の報酬等の額に関する事項」に記載し
ております。

2. 上記以外に当社子会社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）６名に対して101,400株を交付してお
ります。
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6. 新株予約権等に関する事項
当社が会社法第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締

役および社外取締役を除く。）および当社子会社である岡三証券株式会社の取締役ならびに執行
役員に対し、職務執行の対価として交付した新株予約権の概要は以下のとおりであります。

名 称
（発行決議日）

新株予約権の数
（目的である株式の種類および数）

新株予約権の発行価額
（新株予約権の行使価額）

新株予約権の
行使期間

新株予約権の
主な行使条件

第１回
新株予約権（2015年）
（2015年６月26日）

1,294
（当社普通株式

129,400

個

株）

71,600
（株式１株当たり

1

円

円）
2015年７月14日から
2045年７月13日まで 別 記

第２回
新株予約権（2016年）
（2016年６月29日）

2,160
（当社普通株式

216,000

個

株）

38,400
（株式１株当たり

1

円

円）
2016年７月15日から
2046年７月14日まで 別 記

第３回
新株予約権（2017年）
（2017年６月29日）

1,447
（当社普通株式

144,700

個

株）

61,500
（株式１株当たり

1

円

円）
2017年７月15日から
2047年７月14日まで 別 記

第４回
新株予約権（2018年）
（2018年６月28日）

2,029
（当社普通株式

202,900

個

株）

40,400
（株式１株当たり

1

円

円）
2018年７月14日から
2048年７月13日まで 別 記

第５回
新株予約権（2019年）
（2019年６月27日）

2,613
（当社普通株式

261,300

個

株）

33,200
（株式１株当たり

1

円

円）
2019年７月13日から
2049年７月12日まで 別 記

第６回
新株予約権（2020年）
（2020年６月26日）

3,048
（当社普通株式

304,800

個

株）

28,100
（株式１株当たり

１

円

円）
2020年７月14日から
2050年７月13日まで 別 記

第７回
新株予約権（2021年）
（2021年６月29日）

3,075
（当社普通株式

307,500

個

株）

35,700
（株式１株当たり

１

円

円）
2021年７月15日から
2051年７月14日まで 別 記

合 計
15,666

（当社普通株式
1,566,600

個

株）
（別記）1. 新株予約権者は、当社の取締役および当社子会社である岡三証券株式会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失

した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して
のみ行使できるものとする。

2. 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
3. その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによることとする。
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当事業年度の末日に当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）が有している新株予約権
等は以下のとおりであります。

名 称 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の目的である
株式の種類および数

第１回新株予約権（2015年） 89個 1名 当社普通株式 8,900株

第２回新株予約権（2016年） 175個 1名 当社普通株式 17,500株

第３回新株予約権（2017年） 119個 1名 当社普通株式 11,900株

第４回新株予約権（2018年） 150個 1名 当社普通株式 15,000株

第５回新株予約権（2019年） 207個 1名 当社普通株式 20,700株
第６回新株予約権（2020年） 316個 2名 当社普通株式 31,600株
第７回新株予約権（2021年） 288個 2名 当社普通株式 28,800株
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３ 会社役員に関する事項

1. 取締役に関する事項

氏 名 地 位 担 当 重要な兼職の状況

新 芝 宏 之 取締役社長
（代表取締役）

岡三証券株式会社
取締役会長（代表取締役）

池 田 嘉 宏 取締役
（代表取締役） ＩＴビジネス戦略部門管掌 岡三証券株式会社

取締役社長（代表取締役）
今 村 薫 取締役

（監査等委員）
比 護 正 史 取締役

（監査等委員）

永 井 幹 人 取締役
（監査等委員）

株式会社ニッスイ
社外取締役
東北電力株式会社
社外取締役
株式会社オオバ
社外取締役

宇治原 潔 取締役
（監査等委員）

（注）1. 取締役（監査等委員）比護正史、永井幹人および宇治原潔の３氏は、社外取締役であります。
2. 取締役（監査等委員）比護正史、永井幹人および宇治原潔の３氏は、株式会社東京証券取引所等の定める独立役員であります。
3. 取締役（監査等委員）比護正史氏は、財務省官房審議官および北海道財務局長等を歴任されており、財務および会計に関する

相当程度の知見を有しております。
4. 取締役（監査等委員）永井幹人氏は、金融機関における業務経験および経営実績があり、財務および会計に関する相当程度の

知見を有しております。
5. 取締役（監査等委員）今村薫氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な社内会議

や業務執行取締役・使用人等から必要な情報収集を行うとともに、内部統制所轄部署等との十分な連携を図ることで、監査等
委員会の監査・監督機能を一層強化するためであります。

6. 2024年４月１日付で、取締役の地位および担当について次のとおり異動がありました。

氏 名
地位および担当

異動前 異動後

池 田 嘉 宏 ＩＴビジネス戦略部門管掌
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2. 責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役（監査等委員である取締役）である今村薫、比護正史、永井幹人お

よび宇治原潔の４氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契
約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社ならびに子会社である岡三証券株式会社のすべての役員（取締役および執行役

員）を被保険者として、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しております。
当該契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る

請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金および争訟費用等を填補するものです。
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4. 取締役の報酬等の額に関する事項
❶ 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

区 分 報酬等の総額
報酬等の額

対象となる
役員の員数基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役
（うち社外取締役）

88 百万円
(ー)

37 百万円
(ー)

37 百万円
(ー)

14 百万円
(ー)

2 名
(ー)

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

39 百万円
(21 百万円)

39 百万円
(21 百万円)

ー

(ー)

ー

(ー)
4 名
(3 名)

合計
（うち社外取締役）

127 百万円
(21 百万円)

76 百万円
(21 百万円)

37 百万円
(ー)

14 百万円
(ー)

6 名
(3 名)

（注）1. 報酬等の額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬として付与した譲渡制限付株式に係る当事業年度中の費用計上額（取
締役14百万円）を含んでおります。
なお、監査等委員である取締役は譲渡制限付株式報酬制度の対象外であります。

2. 株主総会の決議による取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は年額７億20百万円であります。
（2015年６月26日開催の第77期定時株主総会決議）
当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち、社外取締役は０名）です。

3. 株主総会の決議による取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬は、取締役
の報酬限度額のうち年額１億40百万円の範囲内であります。
（2022年６月29日開催の第84期定時株主総会決議）
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の員数は5名です。

4. 株主総会の決議による監査等委員である取締役の報酬限度額は年額72百万円であります。
（2015年６月26日開催の第77期定時株主総会決議）
当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は５名（うち、社外取締役は３名）です。

5. 取締役（うち社外取締役）の区分における員数には、2023年６月に退任した取締役１名を含んでおります。
6. 業績連動報酬等および非金銭報酬等の内容は、次項「❷ 取締役の報酬等の額またはその算定方法に関する方針について」に

定めるとおりであります。
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❷ 取締役の報酬等の額またはその算定方法に関する方針について
当社は、2022年5月19日および2023年4月27日開催の取締役会において、取締役の個人別

の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を決議しております。
（ア） 取締役の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針

a. 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等については、グループ全体の
着実かつ持続的な成長を実現し、短期および中長期的な業績拡大と企業価値向上に資す
る報酬体系とする。

b. 当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）が経営管理面で果たすべき役割やそ
の成果を的確に把握し、公正かつ客観的な評価を行うべく、指名・報酬委員会による審
議によって役員報酬案を決定する。

c. 当社は、報酬ガバナンスの観点から、役員報酬の決定方針および報酬水準・構成につい
ては、外部サーベイを活用しながら、指名・報酬委員会で継続的に審議する。

（イ） 役員報酬の決定プロセスについて
当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等（基本報酬、業績連動報酬、

譲渡制限付株式報酬）について公正かつ客観的な決定を行うため、取締役会の任意の諮問機関
として指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は監査等委員である社外取締役を議長とし、監査等委員である社外取締役

３名および代表取締役社長の４名で構成されており、報酬算定プロセスの妥当性およびその算
定が当該プロセスに則して行われていることを審議したうえで、全体の報酬水準および個別報
酬水準について提案内容を決定しております。なお、役員報酬の支給水準については、外部機
関のサーベイ等を活用し、適正性の判断を行っております。
取締役の個別の報酬額は、指名・報酬委員会にて審議し取締役会に決議事項として提案を行

い、取締役会は指名・報酬委員会から受けた提案内容の受諾可否に関する判断について、役員
評価の最終評価者として経営成果と役員報酬が整合していることを確認するため、代表取締役
社長である新芝宏之氏に一任する決議をしております。代表取締役社長である新芝宏之氏は指
名・報酬委員会の提案受諾に関する最終決定をいたします。
報酬の決定スケジュールについては、代表取締役社長の指示により4月に前年度の業績

レビューおよび役員評価を行い、その内容を踏まえたうえで指名・報酬委員会において個
別報酬案を策定し、6月の株主総会後取締役会において決議を行います。本プロセスによ
って策定された報酬は同年7月から翌年6月まで適用いたします。指名・報酬委員会からの
活動報告ならびに役員報酬決定に至るまでの報酬算定プロセスに係る説明をふまえ、当社
取締役会は当事業年度の個別の報酬額の内容が本方針に沿っているものと判断しておりま
す。



基本報酬

金銭報酬

年1回改定/月額固定/毎月支給 年1回改定/月額固定/毎月支給 年1回7月に支給

基本報酬
40～45％程度

業績連動報酬
40～45％程度

支給
形式

支給
頻度

報酬構成
割合

譲渡制限付株式報酬
15％程度

非金銭報酬

中長期
インセンティブ短期インセンティブ
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（ウ） 役員の報酬額について
役員の報酬額は、株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲内で決定いたします。
a. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
・金銭報酬
年額7億20百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。）
（2015年6月26日開催の第77期定時株主総会で決議）

・非金銭報酬（株式報酬）
上記の金銭報酬限度額のうち１事業年度あたり年額１億40百万円以内
（2022年6月29日開催の第84期定時株主総会で決議）

b. 監査等委員である取締役
・金銭報酬
年額72百万円以内
（2015年6月26日開催の第77期定時株主総会で決議）

（エ） 役員報酬の算定方法について
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は役位毎に定められた基本報酬、業績連

動報酬および譲渡制限付株式報酬で構成されており、報酬構成比率については、どの役位にお
いても業績連動報酬の占める割合が一定程度となるように設定されています。
なお、当社の会長・副会長・社長の役職にある者については、中長期的な経営状況の評価に

応じて報酬総額を決定しておりますが、業績によっては報酬の変動幅が他の取締役よりも大き
くなることがあります。

（注）上記報酬構成割合は標準的なモデルであり、会社業績や個別の役員評価等により変動いたします。

また、監査等委員である取締役の報酬等については、それぞれの役割や独立性を考慮し、固
定報酬のみで構成することとしております。固定報酬は、監査等委員である取締役としての責
務に相応しいものとし、各々の果たす役割等を考慮して株主総会決議に基づく報酬枠の範囲内
にて、監査等委員会において決定しております。
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（オ） 基本報酬の支給額の算定方法について
基本報酬の支給額については、担当領域の範囲およびレベル等に応じた支給水準を設定する

考え方に基づき、役位に応じた基準金額を設定しながら、同一の役位内においても、一定の範
囲内において昇降給が可能な仕組みとしております。

（カ） 業績連動報酬の支給額の算定方法について
中期経営計画において策定されている定性目標および定量目標を経営の中核的な目標と位置

付け、その目標の実現に向けた当社取締役の経営成果を評価する指標であり、定量面において
は、グループ各社の各ステークホルダーとの利益意識を共有するグループ全体の総合力を測定
する業績指標として、当社の連結営業収益および連結経常利益を採用しております。
業績連動報酬の支給額の算定に当たっては、当社の連結営業収益および連結経常利益を参考

に業績連動報酬の総額を決定し、役位および個別の評価に基づいて個人の年間報酬総額を算出
いたします。
なお、当事業年度に支給した業績連動報酬に関連する指標である2023年３月期の当社の業

績は、連結営業収益665億51百万円、連結経常利益４億21百万円であります。
（キ） 譲渡制限付株式報酬の支給額の算定方法について

譲渡制限付株式報酬の支給額については、担当領域の範囲およびレベルに応じた役位に基づ
いて支給金額を決定しております。付与株数の算定に当たっては、役位別金額を株価（報酬決
議を行う取締役会の前営業日終値）で除した数としております。なお、取締役退任まで譲渡制
限を付しております。
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5. 社外役員の当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況

社外取締役
（監査等委員） 比 護 正 史

当事業年度中に開催した取締役会10回全てに、また、監査等委員会
12回全てに出席し、弁護士としての専門的見地および企業法務の分野
における高い見識から必要な発言・助言を行っております。また、中
長期的な企業価値の向上を図る観点から、主要役職員および主要子会
社役員との面談・意見交換等においても弁護士としての専門的見地お
よび企業法務の分野における高い見識から有益な提言・助言を行うな
ど、当社の経営に対する監督等の社外取締役に期待される役割を果た
しております。なお、任意の指名・報酬委員会の議長を務め、人材評
価および業務執行の適切な評価等、審議の充実に指導的役割を担って
おります。

社外取締役
（監査等委員） 永 井 幹 人

当事業年度中に開催した取締役会10回全てに、また、監査等委員会
12回全てに出席し、経営者としての豊富な経験および企業経営に関す
る高い見識から必要な発言・助言を行っております。また、中長期的
な企業価値の向上を図る観点から、主要役職員および主要子会社役員
との面談・意見交換等においても経営者としての豊富な経験および企
業経営に関する高い見識から有益な提言・助言を行うなど、当社の経
営に対する監督等の社外取締役に期待される役割を果たしております。
なお、任意の指名・報酬委員会の委員を務め、人材評価および業務執
行の適切な評価等を通じて、業務執行取締役等の監督を行っておりま
す。

社外取締役
（監査等委員） 宇治原 潔

当事業年度中に開催した取締役会10回全てに、また、監査等委員会
12回のうち11回に出席し、運用会社における豊富な経験と企業経営
に関する専門的見地および高い見識から必要な発言・助言を行ってお
ります。また、中長期的な企業価値の向上を図る観点から、主要役職
員および主要子会社役員との面談・意見交換等においても運用会社に
おける豊富な経験と企業経営に関する専門的見地および高い見識から
有益な提言・助言を行うなど、当社の経営に対する監督等の社外取締
役に期待される役割を果たしております。なお、任意の指名・報酬委
員会の委員を務め、人材評価および業務執行の適切な評価等を通じて、
業務執行取締役等の監督を行っております。
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４ 会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称
東陽監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 31百万円

当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 117百万円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分して

おらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。
2. 当社の一部の国内子会社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外に、顧客資産の分別管理の法令遵守に

関する保証業務等について対価を支払っております。

3. 重要な子会社の会計監査人
当社の重要な子会社のうち、岡三国際（亜洲）有限公司については、当社の会計監査人以外の

監査法人の監査を受けております。

4. 監査等委員会が会計監査人の報酬等について同意した理由
当社監査等委員会は、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告

の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠など
について検証した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断し、会社法第399条
第１項の同意を行っております。

5. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由のいずれかに該当

する場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任するほか、会計監査人が職務を適正に
遂行することが困難と認められる場合、法令等が定める会計監査人の独立性および適格性が確保
できないと認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人
の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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５ 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

1. 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役等および使用人の職務の
執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社および当社子会社の内部監査を担当する内部監査担当部署が、法令および定款に違反の疑

義のある行為や不正等を発見した場合には、社長に報告するとともに、取締役会等の審議によ
り、必要に応じて適切な対策を講じるよう勧告する。
内部監査担当部署は、当社および当社子会社の内部監査に必要な手続き等について、規程を整

備し、当該業務を明確にする。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、これまでも断固とした

姿勢で臨んで来たが、反社会的勢力および団体との取引関係の排除、その他一切の関係遮断を徹
底するために必要な社内体制を整備する。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
文書取扱規程に従い、文書（または電磁的媒体）の種類ごとに保存期間、保存担当部署を定め

るとともに、取締役からの求めに応じて閲覧可能な状態にする。
原則として、取締役から閲覧の要請があった場合は、閲覧可能とする旨を規程上明確にする。

3. 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関する規程を制定し、同規程においてリスクカテゴリーごとに責任部署を

定め、リスク管理体制を整備する。グループCROは、業務に係る最適なリスク管理体制を構築
するための適切な対策を講じるとともに、その結果を当社取締役会に報告する。
また、グループCROは、当社子会社のリスク管理の状況をモニタリングし、定期的に当社取

締役会に報告する。

4. 当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われること
を確保するための体制
当社の中期経営計画の方針の達成に向け、当社および当社子会社の業務担当は実施すべき効率

的な方法を決定する。当社取締役会では、定期的に当社および当社子会社の財務状況および経営
成績の結果が報告され、その状況によっては目標達成に必要な改善策を促すほか、半期ごとに計
画の見直しを行う。
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5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その
他の当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制
当社子会社の経営管理に関する業務を担当する部署は、内部統制の実効性を高める施策を実施

するとともに、必要に応じて当社子会社への指導、支援を実施する。
また、グループ会社管理規程を制定し、当社子会社における損益、財産の状況その他の重要な

情報について、当社への定期的な報告を義務付けるとともに、当社子会社における一定事項につ
いて当社の取締役会、経営会議の承認または報告を求めるものとする。全体会議および経営会議
を開催し、グループ経営に関する方針の周知および重要事項に関する情報の共有化を図る。

6. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会室を設置し、専属の使用人を１名以上配置し、監査等業務の補助を行わせる。
監査等委員会補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については、監査等委員会と協議し

て行う。
監査等委員会補助使用人は、他部署の使用人を兼務せず、監査等委員会の指揮命令に従う。

7. 当社の監査等委員会への報告に関する体制
当社および当社子会社の役職員は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社および当社

子会社に重大な影響を及ぼす以下の事項について速やかに報告する体制を整備する。
① 当社および当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
② 内部監査の実施状況およびリスク管理に関する重要な事項
③ その他コンプライアンス上重要な事項
当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社および当社子会社の役職員に対し、当該報告

をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとする。

8. その他当社の監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体
制
監査等委員会は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会以外

の重要な会議についても出席または会議録等を閲覧し、必要に応じて監査等委員以外の取締役ま
たは使用人にその説明を求める。
また、監査等委員以外の各取締役、執行役員および重要な使用人から個別ヒアリングの機会を

少なくとも年１回以上設けるとともに、取締役社長、監査法人との間でそれぞれ定期的に意見交
換会を開催する。
一方、グループ監査役等会議および大会社監査役等連絡会を定期的に開催し、監査に関する情

報交換、勉強会等を通じて当社子会社における監査レベルの向上を図る。



事業報告

38

当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の２第４項に基
づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用また
は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用
または債務を処理する。

9. 体制の運用状況の概要
当社は、上記の内部統制システムについて、当社取締役会において継続的に経営上の新たなリ

スクを検討し、必要に応じて社内の諸規程および業務を見直し、その実効性を向上させておりま
す。なお、業務の適正を確保するための体制についての運用状況の概要は以下のとおりでありま
す。
① 当事業年度は10回の取締役会を開催し、経営方針および経営戦略に係る重要事項の決定
ならびに各取締役に一部委任した重要な業務執行の決定の状況および各取締役の業務執行状
況の監督を行いました。

② グループ内部監査部が、年間の監査計画に基づき当社グループ会社について内部監査を実
施いたしました。内部監査の結果につきましては当社取締役会において報告が行われており
ます。

③ 法令違反行為およびその疑義が生ずる行為ならびに企業倫理上問題のある行為等を早期に
把握して解決することを目的とする「グループコンプライアンス・ホットライン制度」を定
め、グループ内部監査部および法律事務所を窓口としたコンプライアンス・ホットラインを
設置し、役職員へ周知しております。なお、通報を行ったことを理由として、通報者に対し
て一切の不利益な取扱いをしてはならない旨を定めた社内規程を策定しております。

６ 会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、2007年6月28日開催の第69期定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為へ
の対応方針（買収防衛策）を導入し、以降継続して参りました。しかしながら、買収防衛策をめ
ぐる近時の動向や法整備の状況等に鑑み、加えて当社の成長に資する経営計画の策定・実行こそ
が当社の企業価値を高めるものであるとの考えから、買収防衛策の必要性は相対的に低下してい
ると判断し、2022年6月29日開催の第84期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
他方で、事前に取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量買付の中には、その目的等から見
て企業価値および株主共同の利益に反する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実
上強制する恐れがあるものなど、対象会社の企業価値ひいては株主の共同の利益を毀損する恐れ
があるものも想定されます。そこで、当社は、当社株式の大量買付を行おうとする者に対して
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は、株主が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、併
せて独立性を有する委員らによる独立委員会を設置してその意見を最大限尊重した上で取締役会
の意見を開示し、株主の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法そ
の他の関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。また、当社の成長に資する中期経営
計画を策定し、これを着実に実行することにより、安定的かつ継続的な当社の企業価値および株
主共同の利益の向上を図ってまいります。

７ 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主のみなさまに対する利益還元を経営上の重要課題の一つと捉えております。配当
につきましては、安定的な配当の維持・継続を勘案しつつ、業績の進展に応じた配分を基本方針
としております。また、内部留保金の使途につきましては、経営体質の強化および今後の事業展
開のために使用していく方針であります。これに加え、成長と還元のバランスや資本効率の向上
を図るため、株主還元における指標目標として、総還元性向50%以上を設定しております。
以上の方針に基づき、期末配当につきましては１株当たり30円といたしました。また、当年

度においては総額約20億円の自己株式取得を実施いたしました。
なお、当社は剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段

の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によることとしております。

（注） 本事業報告の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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連結貸借対照表（2024年３月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 1,091,843 流 動 負 債 960,485

現 金 ・ 預 金 82,586 ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 438,673
預 託 金 110,256 商 品 有 価 証 券 等 438,204

顧 客 分 別 金 信 託 107,160 デ リ バ テ ィ ブ 取 引 469
そ の 他 の 預 託 金 3,096 信 用 取 引 負 債 22,774

ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 284,513 信 用 取 引 借 入 金 12,839
商 品 有 価 証 券 等 284,461 信用取引貸証券受入金 9,934
デ リ バ テ ィ ブ 取 引 51 有 価 証 券 担 保 借 入 金 200,854

約 定 見 返 勘 定 31,454 有価証券貸借取引受入金 3,850
信 用 取 引 資 産 110,476 現 先 取 引 借 入 金 197,004

信 用 取 引 貸 付 金 105,294 預 り 金 83,750
信用取引借証券担保金 5,182 受 入 保 証 金 39,752

有 価 証 券 担 保 貸 付 金 431,439 有価証券等受入未了勘定 46
借 入 有 価 証 券 担 保 金 0 短 期 借 入 金 157,191
現 先 取 引 貸 付 金 431,439 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 2,000

立 替 金 264 未 払 法 人 税 等 5,752
短 期 差 入 保 証 金 21,061 賞 与 引 当 金 2,825
有価証券等引渡未了勘定 25 そ の 他 の 流 動 負 債 6,864
短 期 貸 付 金 13,178 固 定 負 債 32,158
未 収 収 益 4,418 長 期 借 入 金 6,728
有 価 証 券 44 リ ー ス 債 務 174
そ の 他 の 流 動 資 産 2,177 再評価に係る繰延税金負債 1,527
貸 倒 引 当 金 △53 繰 延 税 金 負 債 16,223

固 定 資 産 115,936 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 145
有 形 固 定 資 産 16,495 退 職 給 付 に 係 る 負 債 5,418

建 物 4,542 そ の 他 の 固 定 負 債 1,941
器 具 備 品 1,071 特 別 法 上 の 準 備 金 978
土 地 10,603 金融商品取引責任準備金 978
リ ー ス 資 産 277 負 債 合 計 993,623

無 形 固 定 資 産 6,861 （ 純 資 産 の 部 ）
ソ フ ト ウ エ ア 6,167 株 主 資 本 171,072
そ の 他 693 資 本 金 18,589

投 資 そ の 他 の 資 産 92,578 資 本 剰 余 金 37,959
投 資 有 価 証 券 83,996 利 益 剰 余 金 127,612
長 期 差 入 保 証 金 3,689 自 己 株 式 △13,089
長 期 貸 付 金 10 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 27,827
退 職 給 付 に 係 る 資 産 4,159 その他有価証券評価差額金 24,168
繰 延 税 金 資 産 27 土 地 再 評 価 差 額 金 330
そ の 他 1,616 為 替 換 算 調 整 勘 定 1,376
貸 倒 引 当 金 △921 退職給付に係る調整累計額 1,951

新 株 予 約 権 266
非 支 配 株 主 持 分 14,990
純 資 産 合 計 214,156

資 産 合 計 1,207,779 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,207,779
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連結損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 84,509
受 入 手 数 料 49,948
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 29,139
金 融 収 益 3,588
そ の 他 の 営 業 収 益 1,832

金 融 費 用 1,955
純 営 業 収 益 82,553
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 66,442
取 引 関 係 費 10,720
人 件 費 33,216
不 動 産 関 係 費 7,652
事 務 費 8,926
減 価 償 却 費 3,222
租 税 公 課 1,357
貸 倒 引 当 金 繰 入 れ 30
そ の 他 1,316

営 業 利 益 16,111
営 業 外 収 益 2,466
受 取 配 当 金 1,779
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 374
投 資 事 業 組 合 運 用 益 201
そ の 他 111

営 業 外 費 用 515
支 払 利 息 28
投 資 事 業 組 合 運 用 損 49
固 定 資 産 除 売 却 損 59
支 払 補 償 費 289
和 解 金 9
そ の 他 78

経 常 利 益 18,061
特 別 利 益 2,275
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,937
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 戻 入 269
新 株 予 約 権 戻 入 益 68

特 別 損 失 2,138
減 損 損 失 1,577
投 資 有 価 証 券 売 却 損 14
投 資 有 価 証 券 評 価 損 546
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 0

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 18,199
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,727
法 人 税 等 調 整 額 △1,097
法 人 税 等 合 計 4,629
当 期 純 利 益 13,570
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 402
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 13,167
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連結株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 18,589 37,273 118,548 △11,470 162,940
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △4,102 △4,102
親会社株主に帰属する当期純利益 13,167 13,167
自 己 株 式 の 取 得 △2,001 △2,001
自 己 株 式 の 処 分 62 382 444
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 623 623

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 − 685 9,064 △1,619 8,131
当 期 末 残 高 18,589 37,959 127,612 △13,089 171,072

（単位：百万円）
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株
予約権

非 支 配
株主持分

純資産
合 計

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累 計 額
合 計

当 期 首 残 高 8,039 330 816 890 10,076 421 12,199 185,638
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △4,102
親会社株主に帰属する当期純利益 13,167
自 己 株 式 の 取 得 △2,001
自 己 株 式 の 処 分 444
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 623
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 16,128 − 560 1,061 17,750 △155 2,791 20,386

連結会計年度中の変動額合計 16,128 − 560 1,061 17,750 △155 2,791 28,518
当 期 末 残 高 24,168 330 1,376 1,951 27,827 266 14,990 214,156
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貸借対照表（2024年３月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 26,367 流 動 負 債 11,241

現 金 及 び 預 金 17,877 短 期 借 入 金 8,172
短 期 貸 付 金 6,700 1年内償還予定の社債 2,000
未 収 入 金 447 未 払 費 用 305
未 収 収 益 825 未 払 法 人 税 等 151
そ の 他 の 流 動 資 産 516 賞 与 引 当 金 26

固 定 資 産 121,886 そ の 他 の 流 動 負 債 585
有 形 固 定 資 産 3,271 固 定 負 債 18,598
建 物 1,229 長 期 借 入 金 6,728
器 具 備 品 22 受 入 保 証 金 1,699
土 地 2,020 繰 延 税 金 負 債 10,096

無 形 固 定 資 産 7 資 産 除 去 債 務 27
投 資 そ の 他 の 資 産 118,607 そ の 他 の 固 定 負 債 46
投 資 有 価 証 券 45,520 負 債 合 計 29,839
関 係 会 社 株 式 69,528 （ 純 資 産 の 部 ）
そ の 他 の 関 係 会 社
有 価 証 券 1,853 株 主 資 本 95,905
長 期 差 入 保 証 金 1,528 資 本 金 18,589
そ の 他 343 資 本 剰 余 金 22,860
貸 倒 引 当 金 △167 資 本 準 備 金 12,766

そ の 他 資 本 剰 余 金 10,093
利 益 剰 余 金 60,242
利 益 準 備 金 3,224
そ の 他 利 益 剰 余 金 57,018
別 途 積 立 金 30,000
繰 越 利 益 剰 余 金 27,018

自 己 株 式 △5,786
評 価 ・ 換 算 差 額 等 22,242
その他有価証券評価差額金 22,242

新 株 予 約 権 266
純 資 産 合 計 118,414

資 産 合 計 148,254 負 債 ・ 純 資 産 合 計 148,254
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損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 4,143
商 標 使 用 料 1,406
不 動 産 賃 貸 収 入 1,573
そ の 他 の 売 上 高 56
金 融 収 益 1,107

営 業 費 用 4,293
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 4,149
取 引 関 係 費 887
人 件 費 676
不 動 産 関 係 費 1,524
事 務 費 761
減 価 償 却 費 84
租 税 公 課 148
そ の 他 65

金 融 費 用 144
営 業 損 失 △150
営 業 外 収 益 1,397
受 取 配 当 金 1,183
投 資 事 業 組 合 運 用 益 201
そ の 他 12

営 業 外 費 用 508
投 資 事 業 組 合 運 用 損 277
支 払 補 償 費 142
そ の 他 88

経 常 利 益 739
特 別 利 益 1,334
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,266
新 株 予 約 権 戻 入 益 68

特 別 損 失 1,386
投 資 有 価 証 券 評 価 損 370
関 係 会 社 株 式 評 価 損 14
関 係 会 社 支 援 損 1,000
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 0

税 引 前 当 期 純 利 益 687
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 406
法 人 税 等 調 整 額 △50
法 人 税 等 合 計 355
当 期 純 利 益 332
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株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 18,589 12,766 9,794 22,560 3,224 30,000 30,788 64,012
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △4,102 △4,102
当 期 純 利 益 332 332
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 299 299
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − − 299 299 − − △3,770 △3,770
当 期 末 残 高 18,589 12,766 10,093 22,860 3,224 30,000 27,018 60,242

（単位：百万円）
株 主 資 本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券

評 価 差 額 金
当 期 首 残 高 △3,930 101,233 10,740 421 112,395
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △4,102 △4,102
当 期 純 利 益 332 332
自 己 株 式 の 取 得 △2,001 △2,001 △2,001
自 己 株 式 の 処 分 145 444 444
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 11,501 △155 11,346

事業年度中の変動額合計 △1,856 △5,327 11,501 △155 6,019
当 期 末 残 高 △5,786 95,905 22,242 266 118,414



監査報告書

46

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年５月13日

株式会社岡三証券グループ
取 締 役 会 御中

東陽監査法人
東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 鈴 木 裕 子
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 松 本 直 也
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 大 橋 睦

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社岡三証券グループの2023年４月１日か

ら2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社岡三証券グループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
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成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年５月13日

株式会社岡三証券グループ
取 締 役 会 御中

東陽監査法人
東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 鈴 木 裕 子
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 松 本 直 也
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 大 橋 睦

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社岡三証券グループの2023年４月

１日から2024年３月31日までの第86期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
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成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監査報告書

当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第86期事業年度における取締役の職務の
執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠して、監査等委員会は、当社及びグループ

各社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の充実に資すること
を監査の基本方針として監査計画を定め、（ⅰ）証券基幹システム移行後のプラットフォームの高
度化への取り組み状況 （a）競争力強化のためのシステム投資の実施状況及びコスト最適化への対
応状況 （b）グループ会社の事業構造改革、（ⅱ）中期経営計画初年度の取り組み状況 （a）中核
子会社である岡三証券におけるリテールビジネス改革の進捗状況 （b）グループ全体での人材戦略
の構築・実施状況、（ⅲ）業務及び財務報告に係る内部統制システムの構築・運用状況、を重点監
査項目に設定し、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取
締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項につい
ては、会計監査人東陽監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

③ 内部監査については、グループ内部監査部より監査計画の説明を受け、実施した監査について定
期的に説明を受けました。さらに、監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会、会計監
査人、内部監査関連部署が三様監査において報告と情報交換を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。



監査報告書

51

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月14日

株式会社岡三証券グループ 監査等委員会
社外監査等委員 比 護 正 史 ㊞
常勤監査等委員 今 村 薫 ㊞
社外監査等委員 永 井 幹 人 ㊞
社外監査等委員 宇治原 潔 ㊞

以 上
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